
類似団体 

 
市町村（特別区を含む）の類似団体とは、行政権能の相違を踏まえつつ、人口及び産業

構造により全国の市町村を３５の類型に分類した結果、当該団体と同じ類型に属する団体
のことを言います。 
この類似団体間で、財政状況や給与水準などを比較することにより、当該団体の特徴を

把握しています。 
 

○類似団体のグループ分け 

 全市区町村を指定都市、中核市、施行時特例市、特別区、その他の一般市、町村に区分
し、その他の一般市と町村は、下表のとおり人口と産業構造に応じ、一般市を１６類型に、
町村を１５類型に区分しています。 
 

○類型数 

指定都市 中核市 
施行時 

特例市 
特別区 一般市 町村 合計 

１ １ １ １ １６ １５ ３５ 

(一般市) 

産業構造 
Ⅱ次,Ⅲ次 90%以上 Ⅱ次,Ⅲ次 90%未満 

Ⅲ次 65％以上 Ⅲ次 65％未満 Ⅲ次 55％以上 Ⅲ次 55％未満 

人口 

0以上～ 

50,000未満 
Ⅰ - 3 Ⅰ - 2 Ⅰ - 1 Ⅰ - 0 

50,000以上～ 

100,000未満 
Ⅱ - 3 Ⅱ - 2 Ⅱ - 1  Ⅱ - 0 

100,000以上～ 

150,000未満 
Ⅲ - 3 Ⅲ - 2 Ⅲ - 1 Ⅲ - 0 

150,000以上～ 
Ⅳ - 3 Ⅳ - 2 Ⅳ - 1 Ⅳ - 0 

※山口市は「 Ⅳ － 3 」に該当 
(町村) 

産業構造 
Ⅱ次,Ⅲ次 80%以上 

Ⅱ次,Ⅲ次 80%未満 
Ⅲ次 60％以上 Ⅲ次 60％未満 

人口 

0以上～ 

5,000未満 
Ⅰ – 2 Ⅰ - 1 Ⅰ - 0 

5,000以上～ 
10,000未満 

Ⅱ – 2 Ⅱ - 1 Ⅱ - 0 

10,000以上～ 
15,000未満 

Ⅲ - 2 Ⅲ - 1 Ⅲ - 0 

10,000以上～ 
20,000未満 Ⅳ - 2 Ⅳ - 1 Ⅳ - 0 

20,000以上～ 
 

Ⅴ - 2 Ⅴ - 1 Ⅴ - 0 

 

追加資料 ２ 


